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目

次

告

示
介
護
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

の
指
定

（
高
齢
者
福
祉
課
）

一

保
安
林
の
指
定
の
解
除

（
森

林

整

備

課
）

一

保
安
林
予
定
森
林

（

〃

）

一

解
除
予
定
保
安
林

（

〃

）

二

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更

（

〃

）

二

公

告
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
に
係
る
書
類
の

縦
覧
（
四
件
）

（
環
境
生
活
総
務
課
）

二

都
市
計
画
の
決
定
案
の
縦
覧
（
八
件
）

（
都

市

計

画

課
）

四

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

（

〃

）

七

告

示

島
根
県
告
示
第
千
二
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す

る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

島
根
県
告
示
第
千
二
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

出
雲
市
浜
町
字
内
藤
川
添
二
一
八
二
の
一
五
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

島
根
県
告
示
第
千
二
十
五
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義
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毎
週
火

金
曜
日
発
行

〇

〇

第
一
、
五
二
九
号

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

（
火
曜
日
）

事
業
者
の
名
称

指
定
し
た

事

業

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法
人

放
泉
会

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

さ
ん
べ

大
田
市
三
瓶
町
池

田
二
三
〇
三－

一

平
成
十
五
年
十
二

月
一
日

医
療
法
人
社
団

水
澄
み
会

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

は
ま
ぼ
う
ふ

う

浜
田
市
久
代
町
一

番
七

平
成
十
五
年
十
二

月
二
日



（ 2 ）

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

邇
摩
郡
仁
摩
町
大
字
大
国
町
字
尾
才
迫
一
〇
五
の
一
、
字
ヲ
サ
イ
迫
三
一
三
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
並
び
に
仁
摩
町
役
場
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

島
根
県
告
示
第
千
二
十
六
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
と
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

簸
川
郡
佐
田
町
大
字
高
津
屋
字
朝
日
四
九
六
の
二
四
、
大
字
吉
野
字
古
鑪
向
六
六
六
の
一
九

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

解
除
の
理
由

農
道
用
地
と
す
る
た
め

島
根
県
告
示
第
千
二
十
七
号

次
の
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

能
義
郡
伯
太
町
大
字
下
十
年
畑
六
八
七
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（ ）一

立
木
の
伐
採
の
方
法

1

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

2

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

3

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ ）二

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
伯
太
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。
）

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日
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二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

た
き
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

石
飛

正

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

簸
川
郡
多
伎
町
大
字
小
田
一
五
〇
番
地
三
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
生
活

文
化

ス
ポ
ー
ツ

教
育

経
済
等
の
交
流
を
通
じ
て
、
多
伎
町
民
並
び

に
会
員
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
共
和
国
国
民
と
の
相
互
理
解
を
深
め
、
友
好

親
善
関
係
を
推
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

六

縦
覧
に
供
す
る
書
類

定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
並
び

に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書

七

縦
覧
期
間

申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間

八

縦
覧
場
所

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
県
庁
南
庁
舎
一
階
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
隠
岐
支
庁
又
は
総
務
事
務
所

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

あ
だ
ん
ち
ゃ

三

代
表
者
の
氏
名

浜
田
孝
志

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

松
江
市
内
中
原
町
二
四
三
番
地
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
松
江
市
内
の
人
々
に
対
し
、
地
域
福
祉
サ
ー
ビ
ス
活
動
や
市
民
生
活
支
援
活
動
な
ど

に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
住
み
よ
い
地
域
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

縦
覧
に
供
す
る
書
類

定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
並
び

に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書

七

縦
覧
期
間

申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間

八

縦
覧
場
所

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
県
庁
南
庁
舎
一
階
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
隠
岐
支
庁
又
は
総
務
事
務
所

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ひ
ら
た
ス
ポ
ー
ツ

文
化
振
興
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

牧
野
昭
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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平
田
市
平
田
町
二
九
六
〇
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び
文
化

芸
術
の
振
興
に
関
す
る
事
業
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び
文
化

芸
術
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

縦
覧
に
供
す
る
書
類

定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
並
び

に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書

七

縦
覧
期
間

申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間

八

縦
覧
場
所

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
県
庁
南
庁
舎
一
階
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
隠
岐
支
庁
又
は
総
務
事
務
所

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

し
あ
わ
せ
サ
ー
ビ
ス

三

代
表
者
の
氏
名

永
田

功

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
束
郡
美
保
関
町
大
字
北
浦
七
二
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
在
宅
で
援
助
が
必
要
な
高
齢
者
や
障
害
を
持
つ
人
及
び
そ
の
家
族
、
そ
の
他
の
手
助

け
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対
し
て
、
住
民
参
加
と
た
す
け
あ
い
の
精
神
の
も
と
に
、
地
域
に
根
ざ
し

た
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
を
提
供
し
、
す
べ
て
の
人
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
と
福
祉
の

増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

縦
覧
に
供
す
る
書
類

定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
、
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
並
び

に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書

七

縦
覧
期
間

申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間

八

縦
覧
場
所

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
県
庁
南
庁
舎
一
階
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所
の
所
在
地
を
所
管
す
る
隠
岐
支
庁
又
は
総
務
事
務
所

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

浜
田
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

浜
田
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
浜
田
市
役
所

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

大
田
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

大
田
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
大
田
市
役
所

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

宍
道
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

宍
道
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
宍
道
町
役
場

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

横
田
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

横
田
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
横
田
町
役
場

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

仁
多
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

仁
多
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
仁
多
町
役
場

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

大
社
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

大
社
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
大
社
町
役
場

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

桜
江
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

桜
江
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所

島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
桜
江
町
役
場

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の

案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

都
市
計
画
の
種
類

津
和
野
都
市
計
画
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
決
定
す
る
土
地
の
区
域

津
和
野
都
市
計
画
区
域
の
全
域

三

縦
覧
場
所
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島
根
県
土
木
部
都
市
計
画
課
並
び
に
津
和
野
町
役
場

四

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

一

開
発
区
域

邑
智
郡
川
本
町
大
字
因
原
五
六
二
番
一

面
積

七
、
五
三
八

〇
九
平
方
メ
ー
ト
ル

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

益
田
市
下
本
郷
町
二
〇
六
番
地
五

株
式
会
社

ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー

代
表
取
締
役
社
長

飯
塚
道
正
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平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

印

刷

松
江
市
殿
町

松
江
市
学
園
南

島

根

県

庁

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円
（
送
料
共
）

毎
週
火

金
曜
日
発
行
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